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1⽇で急成⻑マーケットへの参⼊⽅法がわかる！専⾨知識ゼロから始める労災参⼊セミナー
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株式会社船井総合研究所
労務ビジネス⽀援部
マネージングディレクター

吉冨��国彦
労務ビジネス⽀援部 マネージングディレクター 企業法務研究会（約90事務
所）主幹。関⻄学院⼤学専⾨職経営⼤学院経営戦略研究科修了（MBA）
全国約30の法律事務所を担当し、法律事務所の企業法務マーケティング・顧問
案件獲得・解約対策、顧問サービス開発を専⾨領域とする。東京弁護⼠会法友
全期会、⼤阪弁護⼠会法友倶楽部若⼿例会、⼀般社団法⼈L-EAP、株式会社⽇
本法務システム研究所などでの講演実績がある。前職では⼤⼿教育関連企業に
おいて、正規留学を扱う営業部で営業部⻑を務める。約30名のメンバーを統括
し、事業計画の策定や新商品開発、マーケティング戦略に従事。グループの⾸
都圏採⽤の⾯接官を務め、⼈材採⽤から育成、定着に関する経験を持つ。

弁護⼠グループ リーダー 法律事務所⼈⾝傷害業務研究会（約30事務所）
主幹。新卒で株式会社船井総合研究所に⼊社。現在は弁護⼠の⼈⾝傷害業務
分野、社労⼠の障害年⾦分野に取り組む事務所��約30事務所のコンサルティ
ングに従事。Webマーケティングや集客チャネル開拓などのマーケティング
全般から、⽣産性向上の為のツール導⼊まで幅広く注⼒しており、⽇本全国
の事務所の集客、⽣産性向上⽀援を実施している。

会員価格は各種経営研究会・経営フォーラム・および社⻑onlineプレミアムプラン（旧FUNAIメンバーズPlus）へご⼊会中のお客様のお申込みに適⽤となります

【お申込み期限】
銀⾏振り込み：開催⽇6⽇前まで
クレジットカード：開催⽇4⽇前まで
※祝⽇や連休により変動する場合もございます

【お問い合わせ】
船井総研セミナー事務局
E-mail�:�seminar271@funaisoken.co,jp��
TEL�:�0120-964-000（平⽇9:30〜17:30）

※お電話・メールでのセミナーお申込みは承っておりません。 
※お申込みに関してのよくあるご質問は「船井総研 FAQ」と検索しご確認ください。

お申込み ▼お申込みはこちらから！
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受任したい層

後遺障害等級
認定サポート

会社への
損害賠償請求

労災申請
サポート

メインとなる会社への損害賠償請求サポートの商品はもちろん、後遺障害等級認定サポートや、お問い合わせが多い被災
直後の⽅、治療中の⽅など、どの段階からのお問い合わせに対しても⼗分なサポートができる商品がそろっています。

労 働 災 害 分 野わずか120⽇で参⼊！ 

集 客 ツ ー ル

▲「当たるサイト」デザイン ▲サイトの基礎原稿 ▲チャットボットの構成書

お問い合わせの95%以上が特化サイト経由である労災分野。圧倒的に重視すべき集客の⾯においても、特化サイトの構成
書から中⾝の基礎原稿までを取り揃えております。また、集客の強い味⽅である「チャットボット」の会話フロー構成書
も取り揃えており、既に労災分野において成功しているサイトの”要素”をすぐに取り⼊れることができます。

受 任 ⼒ 強 化

▲労災申請マニュアル ▲労災問合せ受付表 ▲LINE友達追加ポップ

労災認定前のお客様に対し、ご⾃⾝で労災申請を
進めていただくための説明ツールです。これを使
⽤することで、お客様が症状固定になったタイミ
ング、会社への損害賠償請求を考えたタイミング
での再来所率を⾼めることができます。

労災分野に取り組む事務所の電話受付表を分析し、”良い所どり”をしたシー
トです。まだ知識の浅い事務局でも最低限のヒアリングをすることが可能に
なります。即受任にならないお客様と繋がっておくためには、LINE活⽤が有
効です。お客様に友達登録していただくためのツールも準備しています。

事 件 処 理

▲労災・交通事故事例データベース ▲添付の⽣の書⾯ ▲実際の研究会の様⼦

船井総合研究所では労災分野、交通事故分野に注⼒する事務所向けに「法律事務所⼈⾝傷害業務研究会」という勉強会を開催し
ています。この研究会に参加される皆様が実際に受任して解決した事例を持ち寄り、データベース化しています。事案の詳細か
ら、実際に使⽤した書⾯なども閲覧できるため、未経験の⽅でもデータベースを参考に、スムーズな事件処理が可能です。

ここまでお読みくださった皆様へ

 最後までお読みくださいまして、誠にありがとうございました。
いかがだったでしょうか？
 
 本誌を通じて、少しでも労災分野という領域に興味を持って頂け
ていれば⼤変嬉しいです。

 我々 は、弁護⼠の皆様に労災分野に注⼒していただき、全国の労
災で被災した⽅々 にとって、安⼼して相談できる場が増え、ひとり
でも多くの⽅に本来受ける事のできる補償を届けたいと本気で想っ
ています。
また、今回のゲスト講師、弁護⼠法⼈鷹匠法律事務所�の所⻑弁護
⼠、⼤橋先⽣にとっては競合となる事務所を増やしたくないという
のが普通ではありますが、この想いに賛同くださり、この度お話し
してくださる運びとなりました。
 
 ぜひこのセミナーにご参加いただき、この労災分野に取り組む社
会的意義やそのやりがい、また、労災分野を事務所の売り上げの柱
にする⽅法について知っていただきたいと思います。

 皆様とお会いできることを楽しみにしております。

株式会社船井総合研究所
労務ビジネス⽀援部


